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区政報告
ニュース

海
外
で
戦
争
す
る
た
め
の
法
整

備
は
、
大
増
税
と
社
会
保
障
削
減
、

軍
拡
と
一
体
に
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
来
年
度
の
防
衛
省
の
概
算
要

求
は
、
戦
争
法
案
に
対
応
で
き
る

防
衛
装
備
品
の
購
入
が
あ
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
オ
ス
プ
レ
イ
12
機
１

３
２
１
億
円
、
水
陸
両
用
車
11
両

７
４
億
円
、
イ
ー
ジ
ス
艦
１
隻
１

６
７
５
億
円
、
海
外
で
武
力
行
使

を
可
能
に
す
る
空
輸
可
能
な
戦
闘

車
両
36
両
２
５
９
億
円
、
航
続
距

離
が
飛
躍
的
に
伸
び
た
Ｃ
12
輸
送

機
１
機
２
２
９
億
円
は
じ
め
過
去

最
大
の
５
兆
９
１
１
億
円
に
。

一
方
、
財
務
大
臣
の
諮
問
機
関

・
財
政
制
度
等
審
議
会
は
「
公
費

の
負
担
」
で
「
負
担
が
な
く
と
も

受
益
が
得
ら

れ
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、

安
易
な
依
存
を
招
く
」
な
ど
社
会

保
障
を
攻
撃
。
安
倍
内
閣
は
、
今

後
景
気
に
関
係
な
く
２
０
１
７
年

に
は
消
費
税
10
％
増
税
、
ま
た
政

府
の
「
新
骨
太
方
針
」
で
社
会
保

障
と
地
方
財
政
削
減
、
公
的
サ
ー

ビ
ス
の
産
業
化
な
ど
打
ち
出
し
て

い
ま
す
。

消
費
税
大
増
税
と
社
会
保
障
削

減
に
よ
る
国
民
生
活
の
破
壊
に
反

対
し
、
国
民
、
住
民
の
暮
ら
し
を

守
る
た
め
、
ど
う
荒
川
区
政
を
進

め
て
い
く
の
か
大
き
く
問
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
保
育
、

高
齢
者
の
介
護
・
福
祉
、
福
祉
防

災
の
ま
ち
づ
く
り
、
子
ど
も
の
貧

困
対
策
な
ど
で
区
の
姿
勢
を
た
だ

し
ま
し
た
。
（
下

質
問
要
綱
参
照
）

横山幸次区議のホームペー

ジ・ブログ・ツイッター

をご覧下さい。横山幸次

で検索して下さい。

裏面 横山区議の質問

（高齢者問題）…など

10月７日(月)
午後６時～８時

横山区議事務所
弁護士と横山区議が相談をお受けし

ます。秘密は厳守します。お急ぎの場

合は、北千住法律事務所の相談日など

ご紹介します。

生活相談は、随時受付ています。

TEL&FAX ３８９５－０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。

区役所控室 ３８０２－４６２７

１、安保関連法案そのものが立憲主義・法治主

義に反し、法治国家の安定性を破壊する暴挙で

あり廃案を求めること。

２、子ども達に豊かな保育環境を

①子どもの豊かな成長を保障する

ため、保育の質と安定的運営を確

保するシステムを区としてつくる

こと。とりわけ、人件費比率の基

準を明らかにすること。

②認可保育園の定員弾力化の解消を計画的に進

めるとともに、園庭などの代替え施設整備を区

としても推進すること。

３、誰もが安心して老後を送るために

①新しい介護予防・日常生活支援事業では、国

基準で出発した要支援の方へのホームヘルプサー

ビス、デイサービスを引き続き実施し、安上が

りな事業への誘導策を行わないこと。

②地域包括支援センターは、高齢者人口おおよ

そ３０００人程度で一カ所を基準にして設置す

るとともに、当面、高齢者福祉

に関する受付業務や新総合事業

などでの業務増大など実態に合

わせて強化すること。

③高齢者福祉課のケースワーカーを当面一地域

一人の体制に増員するとともに、区が直接現場

を持つことが大事で基幹型地域包括支援センター

を設置すること。

④おむつ代補助の所得制限など削減した高齢者

福祉をもとに戻すとともに、ふろわり２００の

回数拡大など思い切って区の独自福祉事業の拡

充を行うこと。

４、生活困窮者への支援について

①生活困窮者自立支援法の運用にあたっては、

生活保護制度についてきちんと説明し、現に要

保護状態にある人を「就労支援」ということで

生活保護から排除することがないよう生活福祉

課とも連携をとって相談者に対応すること。

②生活困窮者自立支援制度では、就労準備支援

事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、

学習支援事業などの任意事業の実施についても

検討すること。

５、命守る福祉・防災のまちづくりへ

①災害危険度の高い地域に「困難を抱えた高齢

者」が多い実態を直視して細かい地域分割での

防災計画を策定すること。

②高齢者プランのために実施

した日常生活圏ニーズ調査な

ど活用して、これまでの対象

の枠を超えて災害時の要援護者把握と対策を具

体化すること。

６、子どもの貧困に立ち向かうために

①見かけの収入額では就学援助基準に該当しな

いが、様々な事情で世帯の可処分所得が基準以

下の場合もあり、子どもに着目した支援として

教材や給食などの現物給付が有効であると考え

るが区の認識を問う。

②学習や食事支援など子どもの居場所づくりを

行う民間の取り組み支援を強化するとともに、

熊野前ひろば館など直営施設を使い、職員も配

置して区として同様の事業を実施すること。

③小中学校に配備したタブレットパソコンにつ

いて一年間で起こった機器のトラブルなどの件

数と対応した内容について

明らかにするとともに、そ

こでの問題点についての認

識を問う。

☆
11
日
か
ら
は
じ
ま
っ
た
荒
川
区
議
会
９
月
会
議
で
、
横
山
幸
次
区
議
が
共
産
党

区
議
団
を
代
表
し
て
行
っ
た
質
問
要
旨
に
つ
い
て
随
時
ご
紹
介
し
ま
す
。



今
週
、
秋
の
長
雨
に
台
風
が
重
な
り
、

各
地
で
大
雨
・
土
砂
崩
れ
な
ど
警
戒
警
報

が
だ
さ
れ
ま
し
た
。
栃
木
や
茨
城
に
数
十

年
に
一
回
と
い
う
大
雨
を
予
想
す
る
特
別

警
戒
警
報
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
荒
川
区
も

大
雨
警
戒
警
報
が
出
さ
れ
っ
ぱ
な
し
で
し

た
。
幸
い
区
内
で
は
、

こ
れ
と
い
っ
た
被
害
も

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
大
変
な
被
害
に

遭
わ
れ
た
地
域
も
多
く

あ
り
ま
し
た
。
災
害
へ

の
備
え
は
、
政
治
・
行

政
の
最
大
の
課
題
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
心
し
て
取

り
組
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
さ
て
、
爽
や
か
な

秋
晴
れ
を
待
ち
望
む
と

と
も
に
、
景
気
の
「
秋
晴
れ
」
は
い
つ
な

の
し
ょ
う
か
？
商
店
街
で
は
、
売
り
出
し

の
フ
ラ
ッ
グ
が
風
に
揺
れ
て
い
ま
す
。
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
っ
て
一
体
何
だ
っ
た
の
か
？

庶
民
の
く
ら
し
を
立
て
直
さ
な
い
と
地
域

商
業
も
立
ち
ゆ
き
ま
せ
ん
ね
。
横
山
幸
次

高
齢
者
の
生
活
の
深
刻
な
実
態

が
「
下
流
老
人
」
「
老
後
破
産
」

な
ど
マ
ス
コ
ミ
や
専
門
家
か
ら
取

り
上
げ
ら
れ
対
応
の
重
要
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
人
暮
ら
し

高
齢
者
最
近
の
統
計
を
み
る
と
、

65
歳
以
上
高
齢
者
の
相
対
的
貧
困

率
は
、
22
．
０
％
、
高
齢
男
性
の

み
38
．
３
％
、
高
齢
女
性
の
み
世

帯
で
52
．
３
％
に
も
及
ん
で
い
ま

す
。
収
入
が
著
し
く
低
い
、
十
分

な
貯
金
が
な
い
、
頼
れ
る
人
の
い

な
い
社
会
的
孤
立
な
ど
が
大
き
な

問
題
で
す
。
生
活
の
困
難
で
相
談

に
こ
ら
れ
る
方
の
多
く
の
方
が
、

こ
う
し
た
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

病
気
や
親
の
介
護
な
ど
が
重
な
る

と
一
気
に
窮
地
に
陥
る
事
例
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

加
え
て
、
介
護
保
険
で
は
、
施

設
入
所
者
へ
の
補
足
給
付
の
資
産

要
件
導
入
、
一
定
収
入
以
上
の
方

の
利
用
料
２
割
負
担
・
２
倍
の
負

担
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

補
足
給
付
の
切
り
下
げ
や
利
用
料

２
割
負
担
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
抑

制
や
生
活
苦
に
つ
な
が
っ
て
い
か

な
い
か
心
配
で
す
。

介
護
保
険
の
改
善
と
と
も
に
、

老
人
福
祉
法
の
「
老
人
は
、
多
年
に

わ
た
り
社
会
の
進
展
に
寄
与
し
て

き
た
者
と
し
て
、
か
つ
、
豊
富
な
知

識
と
経
験
を
有
す
る
者
と
し
て
敬

愛
さ
れ
る
と
と
も
に
、
生
き
が
い

を
持
て
る
健

全
で
安
ら
か

な
生
活
を
保

障
さ
れ
る
」
と

い
う
基
本
理

念
に
基
づ
く

高
齢
者
福
祉

の
再
構
築
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
や
は
り
住
民
の
く
ら
し
と

い
の
ち
を
守
る
自
治
体
の
責
務
に

立
ち
返
っ
た
施
策
の
充
実
が
必
要

で
す
。

高
齢
者
へ
の
支
援
を
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
に
解
消
す
る
の
で
な
く
、

お
む
つ
代
補
助
の
所
得
制
限
な
ど

削
減
し
た
高
齢
者
福
祉
を
も
と
に

戻
す
と
と
も
に
、
ふ
ろ
わ
り
２
０

０
の
回
数
拡
大
な
ど
思
い
切
っ
て

区
の
独
自
福
祉
事
業
の
拡
充
を
行

う
べ
き
で
す
。

東京都交通局は9月8日、都電荒川線と日暮里・

舎人ライナーに新型車両を導入すると発表しまし

た。都電荒川線の新車は18日、日暮里・舎人ライ

ナーは10月10日に運転を開始する予定です。

都電荒川線の利用者は、７０年代の１日９万人

から昨年度は１日約４万５５００人まで落ち込み

ました。生活の足としても、また近年沿線の小さ

な旅を楽しむ人など大変に重要な公共交通機関で

す。とくにシルバーパスを使う高齢者にとって無

くてはならないものです。停留所の問題もありま

すが、２両編成にすれば混雑も解消されるのです

が。将来にわたって都電荒川線を引き継いでいか

ねばなりません。

都監察医務院は毎年、７～９月、２３区内で熱

中症の疑いで死亡した人を集計。今年は７月３１

日～８月７日に８日連続で猛暑日。９月３日まで

に１０１人が亡くなり、過去三番目の多さに達し

ました。（最多は２０１０年の２１０）

室内での死亡は９３人、うち３５人は部屋にエ

アコンがなく、４９人はエアコンはあったが使っ

ていなかったといいます。

その背景に、生活苦や地域との関わりが薄い人

犠牲になっているようです。生活困窮者は、エア

コンを設置しなかったり、電気代を気にして使わ

なかったりしている実態が浮き彫りになりました。

生活保護の夏期手当や一定所得以下への電気代補

助など福祉施策の拡充が必要ではないでしょうか。


